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◎　このノートの使い方

1 電話番号表　　

2 チャート図　　　

3
賠償金
計算シート

(1) 福島県内

(2) 福島県外

5 損害の概要

（氏名）

◎電話相談
　　電話番号：０１２０－３６６－５５６（フリーダイヤルなので無料です）
　　相談時間：平日の午前１０時～午後３時（お一人様１０分程度）

どのようなできごとがあったか？
健康状態は？どういう心境だったか？など、
何でも記載しましょう。

　そのほか気づいたこと、疑問点、困ったこと、迷うことなどを書い
ておきましょう。

東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会

自由記載欄

6

7

損害の詳細

◎　用紙が不足したら、別の紙に書いて足すなどの工夫をして、記録を残しましょう。

 ⇒手続きに備え、このノートに記録し、証拠もとっておきましょう。

◎今後の補償問題に備え、日々、記録をつけましょう。

東日本大震災・記録ノート

ア）検査費用（身体）、イ）避難費用、ウ）生命身体の損害、エ）慰
謝料、オ）事業の損害、カ）仕事の損害、キ）検査費用（物）、ク）財
産の損害、ケ）一時立入費用、コ）帰宅費用、サ）その他の損害

相談先など、役立つ連絡先を、随時書いていきましょう。

東電からの賠償金支払いまでの流れです。

計算をするときには、この表を使うと便利です。

まず、どのような損害があるか、項目を考えてみましょう。

4 日々の記録

◎分からないこと、困ったことがあったら、震災ホットラインサービスをご利用ください。
　☆霞が関・立川法律相談センターでの無料面接法律相談
　☆避難先や一時入居先への出張無料相談
　　　（例：法律事務所や霞が関・立川法律相談センターに事情があって来られない場
合等）
　～～まずはお電話でお問合せください～～
　　【受付電話番号】０３－３５８１－１５１１　【電話受付時間】平日午前１０時～午後３
時
　　担当者に，「震災ホットラインサービスの利用を希望」とお伝え下さい。
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ご利用上の注意点

　このノートは、原発事故の被災者の方々の損害賠償請求の準備のための
ノートです。日々の記録、資料を整理しておくことによって、将来の賠償
請求の際の資料とするためのものです。弁護士に相談する際にも役に立ち
ます。
　自主避難されている方について賠償がなされるかは、現在のところ、原
子力損害賠償紛争審査会の指針によると明らかではありませんが、今後の
ために記録を残しておいた方が良いでしょう。

　掲載の内容は、平成２３年７月２１日時点のものであり、その後、新し
い指針の発表などにより改訂する場合があります。

　ご意見・ご要望は、下記までお寄せください。
 
　東京弁護士会　法律相談課
    〒100-0013　　東京都千代田区霞が関1丁目1番3号　弁護士会館6階
　　　　電話（代表）03-3581-2201
　第一東京弁護士会　法律相談課
　　〒100－0013　 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号　弁護士会館11階
　　　　電話（代表）　03-3595-8585
　第二東京弁護士会　法律相談課
　　〒100－0013　 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号　弁護士会館9F
　　　　電話（代表） 03-3581-2255

　ここに記載した事項について、すべて賠償請求できるとは限りませんの
で、あらかじめご了承の上、ご利用ください。

　損害の詳細を記載する頁には「証拠資料」の欄を設けています。
　もし、適当な証拠資料がない場合は、その事情を「証拠資料」の欄に記
載しておいて下さい。
　例）急に避難するように言われたため、持ち出す余裕がなかった、
　　　津波で流されてしまったなど。



１　電話番号表

電話番号 分野・内容

東日本大震災電話相談
（日本弁護士連合会等）

０１２０－３６６－５５６
災害補償、各種ローン、銀行取引、保険その他の無
料法律相談。平日午前10時～午後3時

福島県弁護士会　電話相談

福島 024-534-1211
郡山 024-925-6511
若松 0242-27-2522
いわき  0246-25-0455

ローン、原発補償問題、土地、建物、給料、会社、事
業、農林水産業はじめ、なんでも。
どこへ相談したらいいか分からない場合も。
平日14時～16時。

福島県弁護士会 ０２４－５３４－２３３４ その他のお問合せ。平日9時～12時 、13時～17時

法テラス福島地方事務所 ０５０－３３８３－５５４０
民事法律扶助その他。無料相談受付窓口。
平日9時～12時、13時～17時

パープル・ホットライン
（内閣府男女共同参画局）

０１２０－９４１－８２６
24時間。
女性の権利に詳しい弁護士等が相談に応じる法律相
談は、火曜日・木曜日10時～17時

被災外国人のための無料電話相談
(ひさいがいこくじんのための

むりょうでんわそうだん)

Free Telephone Consultation
for Bictims of Earthquake

０３－３５９１－２２９１

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、ス
ペイン語、インドネシア語、ルーマニア語など 。
日本弁護士連合会等。
平日10：00～12：00、～9月30日

中小企業者向け相談窓口
「ひまわりほっとダイヤル」

０５７０－００１－２４０
東北地方太平洋沖地震関連相談は、初回面談相談
（３０分）が全国無料 。日本弁護士連合会等。
平日10時～12時、13時～16時

経済産業省原子力安全
・保安院　原子力安全広報課

０３－３５０１－１５０５、
　　　　　　　　　５８９０

原子力災害全般に関すること、原子力発電所におけ
る事故状況などついての電話窓口

福島県
原子力損害賠償等相談窓口

０２４－５２３－１５０１
原子力損害賠償制度の概要や賠償の指針の疑問
等。平日8：30～21：00

福島県　原子力損害賠償に
関する相談

０２４－５２３－１５０１
8：30～21：00。弁護士による法律相談は、水曜13時
～17時(祝日含む)。

東京電力　福島地域支援室 ０２４－５２１－０７９２
県内外の避難所を巡回し、原発事故による避難者に
生活必需品を提供。

東京電力
福島原子力補償相談室

０１２０－９２６－４０４ 9時～21時

中小企業一次仮払い相談室
（福島県商工会連合会内）

０１２０－００８－８０３ 9：00～17：30

健康相談ホットライン
（文部科学省）

０１２０－７５５－１９９
放射線及び放射線影響に知見を有する相談員による
相談窓口。9時～21時

放射線被ばくの健康相談窓
口（放射線医学総合研究所）

０４２３－２９０－４００３ 9時～17時

ハイテクプラザ ０２４－９５９－１７３９

ハイテクプラザ
いわき技術支援センター

０２４６－４４－１４７５

福島県
生活衛生営業指導センター

０２４－５２５－４０８５ 生活衛生営業に関する融資・経営相談

東邦銀行 ０１２０－１０４－１５７ 臨時休業中の６店舗（浪江支店等）に関する相談。

福島銀行
①０１２０－２９４－０９１
②０２４－５２５－２６６３

①預金、振込に関する相談
②ATMの稼働状況に関する問合せ

大東銀行
①０２４－９２５－１１１１
②０１２０－６０１－７６６

①は平日9時～17時
②は土日祝日9時～15時

ひまわり信用金庫 ０１２０－３３７－２２９ 電話相談。10時～19時（日曜は～17時）

あぶくま信用金庫 ０２４４－２３－５１３２ 本部お客様サポート部。平日9時～15時

工業製品の残留放射能

原
発
に
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電話番号 分野・内容名　　　称

日本損害保険協会
０１２０－１０７－８０８
携帯 03-3255-1306

損害保険全般。9時～18時

生命保険協会 ０１２０－００１－７３１
生命保険全般。ご自身の保険会社の番号を聞きま
しょう。9時～16時。

日本クレジットカード協会 ０３－６７３８－６６２６
ご自身のカード会社の窓口を聞きましょう。
平日10時～12時、13時～16時

郵便貯金相談室 ０１２０－１０８－４２０ 平日8:30～18:00

かんぽ生命保険
コールセンター

①０１２０－５５２－９５０
②0120-552-950

①平日9時～21時
②土日祝日9時～17時

郵便局株式会社
お客様サービス相談センター

０１２０－２３２－８８６ 平日9時～21時、土・日・休日9時～17時

被災者支援
なんでも行政相談

０１２０－８１５－６８１
０５７０－０９０－１１０

福島行政評価事務所による。放射線、健康も。
8：30～17：15。H23.3.24から２か月程度を予定

福島県　社会福祉課 ０２４－５２１－７３２２ 義援金に関すること。平日8：30～17：15

福島県　社会福祉協議会 ０２４－５２３－１２５０ 生活福祉資金の相談　平日8：30～17：15

日本赤十字社 東日本大震
災復興支援お問合せ窓口

０１２０－６０－０１２２ 家電が届かない等についてのお問合せ

被災者住宅
相談窓口専用ダイヤル

０２４－５２３－４１５７
福島県外避難者の応急仮設住宅の供給等に関する
お問合せ

福島県観光交流課 ０２４－５２１－７３９８ 旅館ホテル等から仮設住宅等への移転について

福島運転免許センター ０２４－５９１－４３７２ 運転免許証などの有効期間の延長

福島運輸支局 ０５０－５５４０－２０１５ 被災車両としての永久抹消登録

県中地方振興局県税部
０２４－９３５－１２４７
　　　　　　　　 ・１２４４
　　　　　　　 　・１２４１

東京都・千葉県・神奈川県に避難されている方の東日
本大震災による被災車両の課税停止。
～８月５日（金）まで。平日8：30～17：00

福島県　税務課
①０２４－５２１－７０７０
②０２４－５２１－７０６９

①県税に関する相談。平日8：30～17：15
②自動車税・納税証明書など。平日8：30～17：15

福島県　社会福祉協議会 ０２４－５２３－１２５０ 生活福祉資金に関する相談。平日8：30～17：15

東北財務局 ０２２－７２１－７０７８ 被災者の金融・保険等の相談。9：00～17：45

震災に関する悪質商法１１０
番（国民生活センター）

０１２０－２１４－８８８ 10時～16時

福島県　消費生活センター ０２４－５２１－０９９９ 消費に関する相談。8：30～17：15

福島県　教育総務課
０２４－５２３－１７１０
０２４－５２３－１７２０

教育に関する相談。平日8：30～17：15

福島県　教育庁学習指導課 ０２４－５２１－７７７５ 高校等奨学資金貸付金の融資。無利子。

福島県　教育庁学習指導課 ０２４－５２１－７７７５
小中学校での就学に必要な学用品費等を支給する市
町村事業に対して、県が補助します。

福島県　文化財課 ０２４－５２１－７７８７

ふくしま歴史資料保存ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ（福島県　歴史資料館）

０２４－５３４－９１９３

（財）福島県国際交流協会 ０２４－５２４－１３１６ 英語・中国語による生活相談。火～土9:00～16:00

東北電力コールセンター ０１２０－１７５－４６６
災害救助法が適用された市町村において、被害を受
けた利用者からの申し出により、電気料金の支払期
限の延伸、不使用月の免除等。

ＮＴＴ東日本料金お問合せ受
付センター

０１２０－５３３－５７８
避難指示・勧告等によって電話を利用できなかった期
間の基本料金等を無料としています。

福島県　水・大気環境課
①０２４－５２１－７２５８
②０２４－５２１－７２６１

公害に関する相談 ①水・土壌、②大気。
平日8：30～17：15

福島県　一般廃棄物課 ０２４－５２１－７２４９
一般廃棄物・し尿処理に関する相談。
平日8：30～17：15

福島県　産業廃棄物課
不法投棄対策室

０２４－５２１－７２６４
産業廃棄物、不法投棄に関する相談。
平日8：30～17：15

文化財に関する相談。平日8：30～17：15
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電話番号 分野・内容名　　　称

住まいるダイヤル
（国土交通省）

０１２０－３３０－７１２ 住宅の補修・再建相談。日祝日を除く10時～17時

福島県　災害対策本部 ０２４－５２１－４１５７
被災者の住宅に関する相談（県外）。
平日8：30～17：15

不動産相談ホットライン(不動
産流通近代化センター）

０１２０－９１３－２４１ 不動産関係全般。平日9時～17時

県建築士事務所協会 ０２４－５２１－４０３３
応急危険度判定から復旧までの相談。
平日8時～17時

福島地方法務局 ０２４－５３４－１１１１ 不動産などの登記や戸籍の相談。平日8：30～17：15

国土交通省
福島河川国道事務所

０２４－５４６－４３３１
国管理道路(国道4号,6号,13号,49号) に関する相談。
平日8：30～17：15

福島県　道路管理課 ０２４－５２１－９８２０
県管理道路(３桁国道、県道)に関する相談。
平日8：30～17：15

福島県警察本部 ０１２０－５０３－７３２
性犯罪に係る被害や捜査に関する相談。
平日9:00～17:00

行方不明者相談窓口 ０１２０－５１０－１８６ 9時～19時

生活安全企画課
０２４－５２２－２１５１
(内線３０２４)

行方不明者に関する相談。平日8:30～17:15

県民サービス課 ０２４－５２５－３３１１ 警察安全相談窓口。平日9時～17時

福島県　地域医療課
①０２４－５２１－７２２１
②０２４－５２１－７８８１

①医療機関に関する相談。平日8：30～17：15
②疾病に関する相談。平日8：30～17：15

福島県　薬務課 ０２４－５２１－７２３２ 医薬品に関する相談。平日8：30～17：15

福島県　障がい福祉課 ０２４－５２１－７１７０ 障がい福祉に関する相談。平日8：30～17：15

地域包括支援センター
(福島県　高齢福祉課）

０２４－５２１－７１６３
　　　　　　　　　　　　～５

高齢者の生活総合支援。近くのセンターの案内。
平日8：30～17：15

福島県
認知症コールセンター

０２４－５２２－１１２２ 認知症に関する相談。平日10時～16時

福島県　介護保険室 ０２４－５２１－７７４５ 介護保険に関する相談。平日8：30～17：15

福島県　国民健康保険課 ０２４－５２１－７２０３ 国民健康保険に関する相談。平日8：30～17：15

全国健康保険協会福島支部 ０２４－５２３－３９１７ 健康保険証の再発行

福島県
後期高齢者医療広域連合

０２４－５２８－９０２５
後期高齢者医療制度に関する相談。
平日8：30～17：15

日本年金機構
被災者専用フリーダイヤル

０１２０－７０７－１１８
国民年金の適用、保険料及び厚生年金保険の適用、
徴収並びに年金給付に関する相談。
～９月３０日（金）。平日9時～17時

メンタルヘルス
対策支援センター

０１２０－２２６－２７２
（独）労働者健康福祉機構。平日9時～12時、13時～
17時

こころの健康相談ダイヤル
（精神保健福祉センター）

０５７０－０６４－５５６ こころの健康に関する相談。９時～１７時。

（社）福島いのちの電話
①０２４－５３６－４３４３
②０１２０－７３８－５５６

①10時～22時
②毎月１０日のみ、２４時間受付

震災こころの
サポートセンターＪＴＭ

０３－３４１４－５１６０
こころの健康に関する相談。
平日10時～16時。～2012年3月31日

全国共通人権相談ダイヤル
（法務省）

０５７０－００３－１１０ 人権に関する相談。平日8：30～17：15

チャイルドライン ０１２０－９９－７７７７ 10時～17時

子どもの人権１１０番
（法務省）

０１２０－００７－１１０ 平日8：30～17：15

福島県　児童相談所

中央 024-534-5101
県中 024-935-0611
会津 0242-23-1400
浜 0246-28-3346

児童福祉に関する相談

女性の人権ホットライン ０５７０－０７０－８１０ 平日8：30～17：15　法務省

ＤＶ相談ナビ ０５７０－０－５５２１０
お近くの相談窓口を自動音声によりご案内します（２４
時間対応）。内閣府男女共同参画局

生
　
活

医
療
・
福
祉

福
島
県
警

道
路
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電話番号 分野・内容名　　　称

女性の安心ホットライン ０３－３２３５－２６３８
女性特有の体の悩み、避妊等の相談
平日10時～16時。（社）日本家族計画協会

福島いのちの電話 ０２４－５３６－４３４３ つらい時、不安や孤独を感じる時。10時～22時

福島県
女性のための相談支援ｾﾝ
ﾀｰ

０２４－５２２－１０１０
夫等からの暴力、離婚問題、生活問題、家庭問題な
どの女性の様々な悩みの相談。平日9時～21時

福島県男女共生センター ０２４３－２３－８３２０
（予約用電話）

女性臨床心理士による女性のためのカウンセリング。
火・木～日：9～12時、13～16時。
水：13～17時、18～20時

福島労働局職業安定課 ０２４－５２９－５３８９ 雇用保険の失業等給付

福島労働局
被災者ホットライン

０１２０－５３６－０８８ 雇用、賃金等に関する相談。9時～16時

中小企業労働相談所
（福島県　雇用労政課）

０１２０－６１０－１４５ 労働に関する相談。平日9時～16時

ジョブカフェふくしま
（ふるさと福島就職情報センター ）

０２４－５２５－００４７ 就職相談・職業紹介。月～土：10時～19時

Ｆターンセンター東京
（ふるさと福島就職情報センター ）

０３－３５４５－６１４０ 就職相談・職業紹介。月～土：10時～18時

ふくしま求職者
総合支援センター

①郡山 024-995-5057
②福島 024-525-2510

生活・就労相談。①月～金8：30～17：00、
②月・火・木～土10：00～18：30

ふくしま就職応援センター

白河 0248-27-0041
会津若松 0242-27-
8258
いわき 0246-25-7131

就職相談・職業紹介・生活相談。月～土10時～19時

福島県ナースセンター
（福島県看護協会内 ）

０２４－９３４－０５００ 看護職の就業に関する相談。平日8：30～16：30

福島県　産業創出課 ０２４－５２５－４０４８
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ等の専門家が対応。
土日を除く13時～17時

農林水産業相談窓口
（福島県　農林企画課）

０２４－５２１－７３１９ 営農、資金、流通などの相談。8：30～21：00

福島県　金融共済室 ０２４－５２１－７３４６・９
農家経営安定資金の融資。
ＪＡ取扱いについては無利子。

福島県　水産課 ０２４－５２１－７３７９ 漁業経営対策特別資金の融資。無利子。

中小企業電話相談
ナビダイヤル
（経済産業局中小企業課）

０５７０－０６４－３５０ 9：00～17：30

福島県　商工会連合会 ０２４－５２５－３４１１ 被災事業者の特別相談の総合連絡窓口

（公財）
福島県産業振興センター

０２４－５２５－４０１９
０２４－５３４－０９２８
０２４－５３４－０９３８
０２４－５３４－０９４８
０２４－５３５－７３４８

特定地域中小企業特別資金の融資。
平日8：30～17：15

福島県　企業立地課 ０２４－５２１－７２８０

福島県　商業まちづくり課 ０２４－５２１－７２９９

福島県　商工総務課 ０２４－５２１－７２７０

福島県　金融課 ０２４－５２５－４０１９ 震災対策特別資金の相談。平日8：30～17：15

福島県　産業振興センター ０２４－５２５－４０３９ 経営に関する相談。平日8：30～17：15

福島県　経営金融課 ０２４－５２１－７２９１ 金融に関する相談。平日8：30～17：15

医
療
・
福
祉

労
働
・
経
営

事業再開に必要となる経費の一部を補助。
受付は、平成２３年７月２９日まで。
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市町村名 一般問合せ用

災害対策本部 ０２４－５２１－２１０１

避難所入所者情報センター
０２４４－５２１－５５４３・
４

南相馬市 ０２４４－２４－５２３２

相馬市 ０２４４－３７－２１２１

広野町 ０２４６－４３－１３３０・１

楢葉町 会津美里出張所
０１２０－５６２－１５０
０２４２－５６－２１５５ ・６

会津美里町本郷庁舎内（会津美里町字北川原41）

楢葉町 いわき出張所
０１２０-５３２-１７１
０２４６－４６－２５５１・２

いわき明星大大学会館内（いわき市中央台飯野5-5-1）

富岡町 ０１２０－３３６－４６６ ビッグパレットふくしま内（郡山市南二丁目52番地） 

川内村
０２４－９４６－ ３３７５、
　３３７８、３３８２、８８２８ ビッグパレットふくしま内（郡山市南二丁目52番地）

大熊町 ０２４２－２６－３８４４

双葉町 ０４８０－７３－６８８０ 8:30～18：00。 旧騎西高校（埼玉県加須市騎西598-1）

浪江町
①０３－５６３８－５０５５
②０２４３－６２－０１２３

葛尾村　会津坂下出張所 ０２４２－８３－０２７１ 旧福島地方法務局坂下出張所（会津坂下町稲荷塚77）

葛尾村　三春事務所 ０２４７－６１－２８５０

葛尾村　災害対策本部 ０２４２－８３－２６５１・３ 川西公民館（会津坂下町大字大上字柳ノ下甲312）

新地町 ０２４４－６２－２１１１

飯舘村 ０２４－５６２－４２００ 旧飯野町役場庁舎内（福島市飯野町字後川10番地の2）

双葉郡支援センター ０１２０－００６－８６５

いわき市 ０２４６－２５－０５００・１ いわき市文化センター（いわき市平字堂根町1-4）

市町村名 一般問合せ用 市町村名 一般問合せ用

福島市 ０２４－５３５－１１１１ 白河市 ０２４８－２２－１１１１

二本松市 ０２４３－２３－１１１１ 西郷村 ０２４８－２５－１１１１

伊達市 ０２４－５７５－１１１１ 泉崎村 ０２４８－５３－２１１１

本宮市 ０２４３－３３－１１１１ 中島村 ０２４８－５２－２１１１

桑折町 ０２４－５８２－２１１１ 矢吹町 ０２４８－４２－２１１１

国見町 ０２４－５８５－２１１１ 棚倉町 ０２４７－３３－２１１１

川俣町 ０２４－５６６－２１１１ 矢祭町 ０２４７－４６－３１３１

大玉村 ０２４３－４８－３１３１ 塙町 ０２４７－４３－２１１１

郡山市 ０２４－９２４－７１１１ 鮫川村 ０２４７－４９－３１１１

須賀川市 ０２４８－７５－１１１１ 会津若松市 ０２４２－３９－１１１１

田村市 ０２４７－８１－２１１１ 喜多方市 ０２４１－２４－５２２１

鏡石町 ０２４８－６２－２１１１ 北塩原村 ０２４１－２３－３１１１

天栄村 ０２４８－８２－２１１１ 西会津町 ０２４１－４５－２２１１

石川町 ０２４７－２６－２１１１ 磐梯町 ０２４２－７４－１２１１

玉川村 ０２４７－５７－３１０１ 猪苗代町 ０２４２－６２－２１１１

平田村 ０２４７－５５－３１１１ 会津坂下町 ０２４２－８４－１５０３

浅川町 ０２４７－３６－４１２１ 湯川村 ０２４１－２７－８８００

古殿町 ０２４７－５３－３１１１ 柳津町 ０２４１－４２－２１１２

所在地

ＦＤＫモジュールシステムテクノロジー㈱いわき工場社屋内
（いわき市常磐上湯長谷町釜の前1番地）

8：30～17：15。会津若松市役所追手町第二庁舎内
(会津若松市追手町2番41号)

①コールセンター
②福島県男女共生センター内 (二本松市郭内一丁目196-1)

避難所の入所者に関する皆様からの電話による問合せ。
8時～22時

現在の所在地、連絡先などを、お知らせ先。8時～22時

相
双
管
内

福
島
県

県
北
管
内

貝山多目的運動公園管理棟（三春町大字貝山字井堀田
287-1）

県
中
管
内

県
南
管
内

会
津
管
内
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市町村名 一般問合せ用 市町村名 一般問合せ用

三春町 ０２４７－６２－２１１１ 三島町 ０２４１－４８－５５１１

小野町 ０２４７－７２－２１１１ 金山町 ０２４１－５４－５１１１

下郷町 ０２４１－６９－１１２２ 昭和村 ０２４１－５７－２１１１

檜枝岐村 ０２４１－７５－２３１１ 会津美里町 ０２４２－５５－１１２２

只見町 ０２４１－８２－５０５０

南会津町 ０２４１－６２－６１００

メモ

県
中
管
内

会
津
管
内

南
会
津
管
内
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◆避難者・被災者の受入れ施設に関すること 平成23年9月5日現在

都立施設等への避難者等受入れに関する問い合わせ 総務局総合防災部（案内ダイヤル） 03-5320-4007 平日9時～17時

都営住宅等に関する問い合わせ 都市整備局都営住宅経営部指導管理課 03-5388-3300 平日9時～17時

都内旅館等での受入れに関する問い合わせ 産業労働局観光部振興課 03-5320-4768 平日9時～18時

※福島県双葉郡にお住まいになっていた皆さまは、「福島県双葉郡支援センター」へ、至急、ご連絡をお願いします。フリーダイヤル0120-006-865（受付：月曜～日曜、朝8時～夜10時）

◆被災者の支援に関すること

福祉総合電話相談
福祉総合相談コールセンター
（社会福祉法人　東京都社会福祉協議会）

03-3268-7177
平日9時～17時
※上記時間外はFAX：03-3268-7222
   またはメール：soudan@tcsw.tvac.or.jp

義援金の受付に関する問い合わせ 福祉保健局指導監査部指導調整課

ボランティアに関する問合せ
東京ボランティア・市民活動センター
（社会福祉法人 東京都社会福祉協議会）

03-3235-1171
http://www.tvac.or.jp/

9時～21時（火曜～土曜）
9時～17時（日曜）

被災地への救援物資の受付（一時中止中） 救援物資受付コールセンター（福祉保健局）

被災地域からの児童・生徒の受入れに関する問い合わせ 教育庁総務部教育政策課 03-5320-6829 平日9時～18時

（公立小・中学校） 都内の各区市町村教育委員会

（都立高等学校） 都立学校教育部高等学校教育課 03-5320-7851～3 平日9時～17時

（都立特別支援学校） 東京都特別支援教育推進室 03-5228-3433 平日9時～17時

（都立産業技術高等専門学校） 高専品川キャンパス管理課調整担当 03-3471-6331 平日9時～17時

被災者への都内共通入浴券の配布に関すること
 (配布を終了しました。）

生活文化局消費生活部生活安全課 03-5388-3058 平日9時～17時

03-5388-2924 平日9時～17時

※国税に関しては、避難所最寄りの税務署にお問い合わせください（国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/)｡

詳細はこちら
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03/20l3fc00.htm

一覧はこちら
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr110325j/renraku.pdf

詳細はこちら
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/shidou/shidou/oshirase/
kyuuenbusshi/index.html

http://www.tax.metro.tokyo.jp/

0120-918-338 平日9時～17時

被災者に対する都税の取扱いに関する問い合わせ 主税局総務部総務課相談広報係

被災者への民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供
民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相
談センター(都市整備局）

転入学に関する問い合わせ

東日本大震災にかかる東京都の対応に関する問い合わせ先一覧

・東日本大震災に伴う災害対応の一環として実施している各種事業や相談窓口についてまとめました。

・都政全般に関するお問合せは、都庁代表（03-5321-1111）へお願いします。

東日本大震災にかかる東京都の対応については、「案内ダイヤル」（03-5320-4007）で問い合わせ先をご案内します。

◆都民生活への影響に関すること

　○節電・計画停電・断水

節電対策に関する問い合わせ 環境局環境政策部 03-5320-7544 平日9時～18時

計画停電に伴う都営住宅等のEV停止、断水等設備に関する問い合わせ 東京都住宅供給公社お客さまセンター 0570-03-0072 平日9時～18時

交通局総務部お客様サービス課 03-5320-6026 平日8時30分～12時、13時～17時

都営交通インフォメーションセンター 03-3816-5700 9時～19時

（23区内） 水道局お客さまセンター 03-5326-1101 8時30分～20時（日、祝日を除く）

（多摩地区） 水道局多摩お客さまセンター
0570-091-101
（042-548-5110）

8時30分～20時（日、祝日を除く）

※　計画停電に関する情報は、東京電力HP（http://www.tepco.co.jp/index-j.html）でご確認いただけます。

※　都内ＪＲ、私鉄の運行状況に関する情報は、それぞれの会社のHPでご確認いただけます。

　○放射線

健康に関する問い合わせ（放射線による健康不安を含む。） お住まいの地域の保健所

原発事故による放射能汚染に関する問い合わせ 都民向け臨時相談窓口 03-5320-4657 平日9時～18時

東京都健康安全研究センターにおける
放射能調査結果にかかる測定方法に関する問い合わせ

福祉保健局健康安全研究センター

都内の大気浮遊塵中の核反応生成物の測定数値に関する問い合わせ

（掲載しているホームページについて）
産業労働局総務部広報担当
（測定について）
東京都立産業技術研究センター経営企画部
経営情報室広報係

（23区内） 水道局お客さまセンター 03-5326-1101 8時30分～20時（日、祝日を除く）

（多摩地区） 水道局多摩お客さまセンター
0570-091-101
（042-548-5110）

8時30分～20時（日、祝日を除く）

※　原子力損害の仮払補償全般に関する情報は、東京電力HP（http://www.tepco.co.jp/index-j.html）、福島原子力補償相談室（コールセンター）：0120-926-404が専用窓口となります。

　○くらし

消費生活に関する問い合わせ 消費生活総合センター相談課 03-3235-1155 9時～16時（月曜～土曜）

震災関連特別労働相談窓口 東京都労働相談情報センター 0570-00-6110 平日9時～17時（来所相談の受付は、16時まで）

 緊急就職支援窓口
東京しごとセンター
東京しごとセンター多摩

03-5211-2900
042-329-4514

平日9時～20時、土曜9時～17時、日曜・祝日・年末年
始（12/29～1/3）は休業

被災者向けの求人についての相談（企業向け）
東京しごとセンター
東京しごとセンター多摩

03-5211-5166
042-329-2410

平日9時～20時、土曜9時～17時、日曜・祝日・年末年
始（12/29～1/3）は休業

　○中小企業支援（金融及び経営特別相談窓口）

金融相談 業者 す 「災害復 資金融資 等 産業労 金融部金融 時 時 時 時

問い合わせはこちら
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/whats-new/measurement.html

一覧はこちら
（区部）http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/shisetsu/kuho_list/index.html
（多摩地域）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/index.html
（八王子市）http://www.city.hachioji.tokyo.jp/hoken_iryo/hachi_hokenjyo/index.html
（町田市）http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/hokenjo/index.html

問い合わせはこちら
http://ftp.jaist.ac.jp/pub/emergency/monitoring.tokyo-eiken.go.jp/monitoring/

計画停電に伴う都営交通の運行に関する問い合わせ

断水､濁水に関する問い合わせ

水道水の放射能測定値に関する問い合わせ

金融相談（中小企業者に対する「災害復旧資金融資」等） 産業労働局金融部金融課 03-5320-4877 平日9時～12時、13時～17時

経営相談 財団法人東京都中小企業振興公社総合支援課
電話 03-3251-7881
FAX  03-3251-7888

平日9時～11時30分、13時～16時30分
E-mail 　sien@tokyo-kosha.or.jp

◆全般的事項

東京都の防災対策全般 総務局総合防災部 03-5388-2453 平日9時～17時



 



２　チャート図　～賠償金支払いまでの流れ～

どのようなことがあったかを記録しておきましょう

被害者→東電 どのような被害、損害があるかを記録しておきましょう

可能な限り証拠を揃えましょう

仮払金 支払いの手続が始まっています

随時　『指針』　の提示

東電　「指針」に従う意向?

「指針」は適宜改訂されていく予定です

証明の負担を減らすことも考えられています

証拠の追加など

明らかになった損害の追加など

　審査会による和解の仲介

被害者⇔東電
　調停やＡＤＲ（裁判以外の、一定の行政機関や民間
機関による紛争解決手段）等による合意等

　上記で合意等が成立しない場合、訴訟による解決と
なります。最初から訴訟を提起することもできます。

支払いは、賠償額の合意が成立する前に行うことも考
えられています

東電→被害者 仮払金は一部にあてられる見込みです

原子力損害賠償紛争審査会

被害額の算出

被害者⇔東電

支払い

準備

被害額の確認、協議

合意、示談

被害の申告

 2



 



３　賠償金計算シート

平成　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　）円

平成　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　）円

平成　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　）円

平成　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　）円

平成　　年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　）円

合計　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）円

　　　　　　　☆「項目別　損害賠償額」が「これまで受領した仮払金」より多い場合
　　　　　　　　　→さらなる賠償請求の可能性があります。

　　　　　　　☆「項目別　損害賠償額」が「これまで受領した仮払金」より少ない場合
　　　　　　　　　→返還請求を受ける可能性があります。

ア　検査費用（身体）

（　　　　　　　　　　　　　　）円

ク　財産の損害

ケ　帰宅費用、一時立入費用

イ　避難費用

（　　　　　　　　　　　　　　）円

エ　精神的損害

（　　　　　　　　　　　　　　）円

オ　事業の損害

項目別　損害賠償額 これまでに受領した仮払金

（　　　　　　　　　　　　　　）円

キ　検査費用（物品）

（　　　　　　　　　　　　　　）円

（　　　　　　　　　　　　　　）円

（　　　　　　　　　　　　　　）円

ウ　生命・身体の損害等

（　　　　　　　　　　　　　　）円

カ　休業損害

　　合計　　　　 （　　　　　　　　　　　　　　）円

コ　その他の損害

（　　　　　　　　　　　　　　）円

（　　　　　　　　　　　　　　）円

（　　　　　　　　　　　　　　）円

（　　　　　　　　　　　　　　）円
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屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

１１日

出来事

福島第一原発
事故発生

18
時刻滞在

場所
地名･施設名

日
にち

１４日

１５日

１２日

１３日

１８日

１９日

１６日

１７日

２０日

健康状態その他

（例）

４　日々の記録(1)　福島県内　平成２３年　３月

・屋内の場合、コンクリート製の建物の場合（コ）、木造の場合は（木）と記入。

①自宅（木）
②車内
③避難所（○○体育
館）（コ）
④△△町××

126

①

②

③

④

③

90分

 4(1)-1



出来事
18

時刻滞在
場所

地名･施設名
日
にち

健康状態その他
126

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

屋内

移動

屋外

２２日

２３日

２１日

２６日

２７日

２４日

２５日

３０日

３１日

２８日

２９日

 4(1)-2



日
にち

できごと
居所・

移動経路
活動状況

（屋内・屋外等）
健康状態 備考

（例） 雨が降った。
避難所
（○○体育館）

買い物３時間
（屋外１時間）

突然の雨で、傘が
なかった。

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

４　日々の記録(1)　福島県内　平成２３年　４月

  4(1)-3



日
にち

できごと
居所・

移動経路
活動状況

（屋内・屋外等）
健康状態 備考

１５日

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

  4(1)-4



日
にち

居所・移動経路

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

４　日々の記録(2)　福島県外　平成２３年　３月

　日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

 4(2)-1



日
にち

居所・移動経路 　日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

 4(2)-2



日
にち

居所・移動経路

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

４　日々の記録(2)　福島県外　平成２３年　４月

日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

 4(2)-3



日
にち

居所・移動経路 日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

 4(2)-4



日
にち

居所・移動経路

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

４　日々の記録(2)　福島県外　平成２３年　５月

日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

 4(2)-5



日
にち

居所・移動経路 日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

 4(2)-6



日
にち

居所・移動経路

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

４　日々の記録(2)　福島県外　平成２３年　６月

日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

 4(2)-7



日
にち

居所・移動経路 日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

 4(2)-8



日
にち

居所・移動経路

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

４　日々の記録(2)　福島県外　平成２３年　７月

日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

 4(2)-9



日
にち

居所・移動経路 日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

 4(2)-10



日
にち

居所・移動経路

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

４　日々の記録(2)　福島県外　平成２３年　８月

日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

 4(2)-11



日
にち

居所・移動経路 日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

 4(2)-12



日
にち

居所・移動経路

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

４　日々の記録(2)　福島県外　平成　　　年　　　月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※コピーしてご使用くださ
い。

日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

 4(2)-



日
にち

居所・移動経路 日々の出来事や思いついたことなど何でもご記載ください。

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

 4(2)-



５　損害の概要 　★損害の項目をあげてみてください。
　★それぞれの詳しい内容は、それぞれの頁に書いてください。

検査費用（身体） 例）放射能検査などの費用、検査に行くための交通費など

避難費用
例）汚染地域からの緊急的な避難のための交通費、
　　家財道具の移動費用、宿泊費、避難による生活費の増大など

例）避難や汚染等によるケガや病気の治療費、薬代、病院への交通費など

精神的損害 例）避難生活でどのような点が苦痛であったか、大変であったかなど

事業の損害
例）避難、汚染・風評被害等による事業や農林漁業などの減収分、
　　商品や営業用資産の廃棄・移転・保管費用など

オ

ア

イ

ウ

エ

生命・身体の損害等

  5-1



休業損害
例）給与所得者が原発事故を原因とする休業等による減給分、
　　内定取消し・解雇等された場合の給与相当額

検査費用（物品） 例）家財道具や商品等への放射線の影響または避難による劣化等の検査費用

財産の損害
例）放射能や避難により減少・毀損等した家、土地、田畑、車、商品等の価額、
　　修理・廃棄費用など。

例）避難先からの帰宅または一時立入のための交通費、家財道具の移動費用等

その他 その他、原発事故による損害

カ

ケ

コ

帰宅費用、警戒区域内
への一時立入費用

ク

キ

  5-2



年月日 費　用（円） 内　　　　　容 証拠資料

　　ア）検査費用（身体）　　例）　放射能検査などの費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　証拠資料の例） 検査機関の領収書等

 6ｧ-



年月日 費　用（円） 内　　　　　容 証拠資料

メモ

 6ｧ-



年月日 費　用（円） 内　　　　　容 証拠資料

　　イ）避難費用　　例）　交通費、家財道具の移動費用、
　　　　　　　　　　　　　　　宿泊費、増加した生活費等
　　　　　　　　      　証拠資料の例）  領収書、家計簿等

 6ｨ-



年月日 費　用（円） 内　　　　　容 証拠資料

メモ

 6ｨ-



年月日 費　用（円） 内　　　　　容 証拠資料

　　ウ）生命、身体の損害等
　　　　　例）　避難や汚染等によるケガや病気の治療費、薬代、
 　　　　　　　　病院への交通費等
　　　　　 証拠資料の例）   診断書、領収書等

 6ｩ-



年月日 費　用（円） 内　　　　　容 証拠資料

メモ

 6ｩ-



年月日 できごと 費用（円） 証拠資料

　　エ）精神的損害
  　　　例）　避難の経緯・経路、どのような避難生活だったか、
　　　　　　　大変だった点、苦痛な点等
　　　　証拠資料の例）  日記、写真、新聞記事等

 6ｪ-



年月日 できごと 費用（円） 証拠資料

メモ

 6ｪ-



項目 被害額（円） 内　　　　　容 証拠資料

例）　米 年間１００万
夫（太郎）の田（●●平米）では、年間１
００万円の米の販売収益があったが、
事故後、作付けができなくなっている。

　　　オ）事業の損害
　　　　　例）　事業・農林漁業などの減収分、
　　　　　　　　商品や営業用資産等の廃棄・移転・保管費用等
　　　　　証拠資料の例）  原発事故前後の帳簿・日誌、
　　　　　　　　　　　　　　　 決算書類、確定申告書、各種領収証等

 6ｫ-



項目 被害額（円） 内　　　　　容 証拠資料

メモ

 6ｫ-



氏　名 年収（円）
内　容

（時期、具体的な理由、雇用形態など）
証拠資料

　　カ）休業損害　　例）　減給、解雇等の場合の給与相当額等
　　　　　　　　　　　　 証拠資料の例）  休業証明書、給与明細、
　　　　　　　　　　　　　　　　解雇理由証明書、内定取消通知書等

 6カ-



氏　名 年収（円）
内　容

（時期、具体的な理由、雇用形態など）
証拠資料

メモ

 6カ-



項目
検査費用

（円）
内　　　　　容 証拠資料

　　キ）検査費用（物品）
　　　　例）　家財道具や商品の検査費用等
　　　　 証拠資料の例）  領収書等

 6ｷ-



項目
検査費用

（円）
内　　　　　容 証拠資料

メモ

 6ｷ-



項目 被害額（円） 内　　　　　容 証拠資料

　　ク）財産の損害
　　　　例）　放射能や避難により減少した家、車、商品の価額、
　　　　　　　除染・修理・廃棄費用等
　　　　証拠資料の例）  損害品の日付入りの写真、領収書等

 6ｸ-



項目 被害額（円） 内　　　　　容 証拠資料

メモ

 6ｸ-



年月日 費　用（円） 内　　　　　容 証拠資料

　　ケ）帰宅・一時立入費用
　　　　例）　交通費、宿泊費、家財道具の移動費用等
　　　 　証拠資料の例）  領収書

 6ｹ-



年月日 費　用（円） 内　　　　　容 証拠資料

メモ

 6ｹ-



項目 被害額（円） 内　　　　　容 証拠資料

　　コ）その他の損害
　　　　　ア）～コ）に記載した以外で、あなたが被った被害を書きとめ、
　　　　　できるだけ関連する証拠資料を残しておきましょう。
      　 　「指針」などで認められる賠償の範囲は変わっていきます。
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項目 被害額（円） 内　　　　　容 証拠資料

メモ

 6ｺ-



メ　　　　モ
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